（前回）鳥取県人権意識調査　結果概要

１　調査の概要

（１）調査時期　平成17年2月 
（２）調査対象　平成16年12月現在で県内在住の20歳以上の者
（３）調査対象者　4,894名
（各市町村の協力により、選挙名簿から100人に1人を無作為抽出）
（４）有効回答数　2,230名

（５）回収率　45.6％（2,230／4,894） 

２　結果の概要 

（１）「人権」に対して抱くイメージ

「重要である」と感じている人は88.5%、「わかりやすい」と感じている人は33.0%、「自分に関係が深い」と感じている人は39.1%。
（２）差別や人権侵害を受けた経験やその対応について

被害を受けた経験が「たびたびある」、「たまにある」と回答した人は22.7%。 

被害の内容は、「あらぬ噂や悪口、かげ口」(54.2%)、「差別待遇」(28.6%)、「名誉・信用毀損、侮辱」 (28.2％)の順となっている。
相談先は、「友人、同僚、上司」(37.5%)、「両親、兄弟、子ども、親せき」(28.6%)など身近な人が上位を占めている。「人権擁護委員」(2.2%)や「市町村役場」(1.6%)、「警察」(1.2%)、「弁護士」(1.0%)、「民生委員」(0.8%)、「法務局」 (0.6%)などは多くない。 

（３）人権侵害を受けたときに公的機関に求める支援の内容について

「公的機関へ相談し、支援を受け解決したい」は10.9%、「できるだけ自分や家族･友人で解決したいが、公的機関への相談も受けたい」は 53.2%。 
求める支援の内容は、「法律的な知識や経験に基づいたアドバイス」(48.6%)、「公平公正な仲裁」(33.3%)。

（４）県内に存在していると思う差別や偏見について

「人々の意識」に存在するものは、「同和地区の人々に関すること」(59.5%)、「障がい者に関すること」 (43.0%)、「刑を終えて出所した人に関すること」(38.7%)などの順。 
「社会のしくみ」に存在するものは、「女性に関すること」(27.9%)、「同和地区の人々に関すること」 (25.4%)、「障がい者に関すること」 (24.3%)などの順。 

（５）部落差別･結婚問題について

部落問題について差別意識が「現存している」又は「解消されていない」と回答した人は61.0%あり、「解消されている」(18.1%)、「もともと格差や差別は存在しない」 (3.0%)などを大きく上回っている。
自分の子どもが同和地区出身者と結婚することについては、67.2%が「子どもの意志を尊重する」と回答。結婚することに否定的な意見は 20.0%。
（６）女性の人権について 
女性が人権侵害を受けていると感じる場面は、「社会や地域に残るしきたりや慣習」(44.7%)、「家庭内での家事や育児、介護等の分担」 (41.0%)、「職場における男女間の格差」(33.6%)などの順。
女性の人権を守るために必要と思う行政の施策は、「育児･介護体制などを充実させ、働く環境の整備を図る」 (54.0%)、「男女平等意識を浸透させるための研修･啓発･教育」(29.7%)、「学校で男女平等意識を浸透させるための教育を行う」(29.3%)などの順。 
ドメスティック･バイオレンス、セクシュアル･ハラスメントをなくすために必要と思うことは、「捜査や裁判の過程で被害者の心情等に配慮し、届け出やすいようにする」(50.4%)、「罰則を強化し、犯罪を厳しく取り締まる」(44.8%)、「被害者のための相談所や保護施設の整備をする」 (41.8%)などの順。 

（７）障がい者の人権について
障がい者の人権について、現在の状況は「人々の意識はかなり進んできたが、まだまだ差別や偏見がある」(60.4%)、「生活上の不便さなどに関する人々の認識が欠けている」(48.6%)と回答。 
障がい者の人権を尊重するために必要と思う行政の施策については、
「身体障がい者」は、「バリア（障壁）を取り除くこと」や「医療やリハビリ、介護体制の充実」が上位。
「知的障がい者」は、「就労機会の確保」や「教育の内容や機会を充実させる」が上位。
「精神障がい者」は、「医療やリハビリ、介護体制の充実」や「相談体制の充実」が上位。

（８）子どもの人権について
子どもの人権を守るために必要と思うことは、「子ども同士がお互いの人権を尊重しあえるよう教育すること」 (57.7%)、「児童虐待を防止するための施策の充実」(49.3%)、「教職員の人権意識や資質の向上」(34.8%)などの順。 
子どもへの虐待を防止するために必要と思うことは、「早期発見を行うための乳幼児検診･訪問指導の徹底」(43.6%)、「虐待を防ぐための機関や組織の充実」(37.7%)、「地域で子どもを見守る活動の充実」(33.1%)などの順。

（９）高齢者の人権について 

現在の社会は高齢者にとって「暮らしやすい」社会であると感じている人は59.0%。「暮らしにくい」社会であると感じている人は 33.1%。
高齢者が生活していく上で支障となっていると思うことは、「核家族化の進行により家族のきずなが薄れていること」 (57.7%)、「年金などの収入が十分でないこと」(50.7%)などが上位。

（10）日本で暮らす外国人の人権について
外国人が生活していく上で支障となっていると思うことは、「日本人の差別意識や偏見があること」 (31.1%)、「福祉政策が日本人と同じように適用されないこと」(27.2%)、「就職や仕事の内容･待遇などで不利な条件に置かれていること」(25.2%)などの順。一方、「わからない」と回答した人も24.9%に上る。 
外国人が受けている制約について、「ある程度は仕方がないが、日本人と同様にしていくべき」(33.3%)、「ある程度の制約は当然である」 (22.1%) 、「個別に判断するべき」(10.4%)の順。

（11）個人のプライバシーについて
プライバシーが守られていないと感じる場面は、「ダイレクトメールが届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること」 (76.1%)、「民間企業や名簿業者によって知らない間に自分の情報が集められること」(47.9%)などの順。 

（12）インターネットによる人権侵害について
インターネット上での人権侵害を解決するために必要と思うことは、「プロバイダーに対し人権侵害と思われる情報の公開停止・削除要請」（49.2%）、「他人を誹謗中傷する表現や差別発言等に対する罰則規定を設定、監視・取締の強化」（46.3%）、「利用者やプロバイダー等に対する教育・啓発活動の推進」（25.8%）、「人権相談所や電話相談所の充実」（24.1％）などの順
（13）病気にかかわる人の人権について
ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に関し、現在起きている人権問題については、「結婚問題で周囲が反対すること」 (45.5%)、「就職･職場での不利な扱い」(44.9%)、「差別的な発言をすること」(33.0%)の順となっている。 
ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等の人権が守られるために必要と思うことは、「ＨＩＶやハンセン病に関する正しい知識などの教育･啓発活動を推進する」(59.4%)、「ＨＩＶ感染者等のプライバシーを確保する」(33.4%)、「ＨＩＶ感染者等のための電話相談所などの相談機関を充実させる」(24.2%)などの順。
（14）ユニバーサルデザインの理解度
　　ユニバーサルデザインについて「よく知っている」人は11.4%、「聞いたことはあるが、内容・意味はよく知らない」人は43.3%、「全く知らない」人は41.7%。
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